
高島市指名停止措置状況

指名停止 指名停止 停止 理由
開始日 終了日 期間 （適用条文）

建設業法違反行為

（要領第2条　別表第2　第9
項(2)）

建設業法違反行為

（要領第2条　別表第2　第9
項(2)）

建設業法違反行為

（要領第2条　別表第2　第9
項(2)）

建設業法違反行為

（要領第2条　別表第2　第9
項(2)）

番号 業者名 所在地

6月

1
パナソニックＥＷエンジニ
アリング株式会社

大阪府大阪市中央区城見二丁目
１番６１号

令和7年3月5日 令和7年9月4日 6月

2
パナソニック産機システム
ズ株式会社

東京都墨田区押上一丁目１番２
号

令和7年3月5日 令和7年9月4日

6月

3
株式会社かんでんエンジニ
アリング

大阪府大阪市北区中之島六丁目
２番２７号

令和7年3月31日 令和7年9月30日 6月

4
株式会社ＫＡＮＳＯテクノ
ス

大阪府大阪市中央区安土町一丁
目３番５号

令和7年3月31日 令和7年9月30日


